
平成 年度

【評価の区分】

Ａ：期待どおりの成果が得られ、今後も事業を継続する

B：ほぼ期待どおりの成果が得られたが、さらなる発展のため事業を見直す余地がある

C：概ね期待した成果は得られたが、事業の見直しが必要である。

D：期待する成果が得られず、廃止も含めた見直しが必要

□ □ □ □ □ ■

◎外部評価委員の評価・意見等
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重
点
施
策
の
概
要

目　　　的

　市民の財産である指定文化財を保存するとともに、それらを活用した講演会などの事業に取り
組むなど、後世に文化財の魅力を伝える語り部の育成に取り組みます。

今年度の
主要事業

・屯田兵屋の斜材設置工事の実施
・指定文化財「屯田兵第二大隊第三中隊文書」の北海道文化財指定に向けた資料整理

特記事項

1 指定文化財登録数
目標

件
9 9 9 「屯田兵第二大隊第三中隊文書」の市指定文化財

実績

区　　　　　　分 単位 H25 H26 H27

8 7 6

297 172 154
1,009 1,009 1,009 華月館　   H25　69人、H26　30人、H27　36人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

実績 屯田兵屋　H25  228人、H26　142人、H2７　118人

事
業
の
目
標
と
実
績

3 太郎吉蔵来館者数
目標

人
実績 13,962

の解除に伴い指定文化財は6資料となる

2
華月館・屯田兵屋来館
者延人数

目標
人

23,275 18,200

4
目標
実績

事業の分析
効果の検証

・屯田兵屋の斜材設置工事を実施し指定文化財の保護を図った。
・郷土館が収蔵する「滝川屯田兵文書（第二大隊第三中隊・第四中隊文書）」が北海道の有形文化財
（歴史資料）に指定された。

評価 Ｂ

【評価の視点１　期待どおりの効果があったか】

斜材設置工事を施したことで屯田兵屋の保存状態が改善された。

【評価の視点２　施策の目的を達成するため、事業見直し等の必要があるか】

今後も文化財保護を進めていくとともに、活用する仕組みを模索するために何らかの取組
みの検討を進めることが必要。

課題

・指定文化財は市の歴史を学ぶ上での貴重な資料であるが、小・中学校での郷土学習において見学等
での文化財活用についてはほとんど実施されていない。
※平成27年度より文化財の保護・活用に関する業務は、資料管理の一元化も鑑み、郷土館の所管部
署である美術自然史館に移管された。

点検・評価に関
するコメント

指定文化財の登録目標数は、対象となるものがないのであれば実態に合わせるべき。
太郎吉蔵の来館者数については、来年度以降掲載は不要。

事業の今後
の 方 向 性

今後も「まちの財産」が消失しないよう文化財として価値のある資料を確実に保存しつつ、その価値を活
用する方策を探る。

拡充 縮小・統廃合 質的向上 ｽﾋﾟｰﾄﾞｱｯﾌﾟ 検証 継続


